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4

市
役
所
へ
の
申
し
込
み・問
い
合
わ
せ
の
時
間
は
、特
記
が
な
い
場
合
は
月
〜
金
曜
日
（
祝
日
を
除
く
）
８
時
３０
分
〜
１７
時
（
１２
時
〜
１３
時
を
除
く
）
の
受
付
と
な
り
ま
す
。

介
護
給
付
費
通
知
書
を

郵
送

　
６
月
～
８
月
に
介
護
保
険
の
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
し
た
方
へ
、
介
護
給
付

費
通
知
書
を
１０
月
末
頃
に
郵
送
し
ま

す
。
介
護
保
険
の
給
付
を
適
正
に
行

う
た
め
に
、
通
知
書
が
届
い
た
ら
、

次
の
点
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

〇
実
際
に
利
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
内
容

と
サ
ー
ビ
ス
費
用
の
額
・
利
用
者
負

担
額
が
同
じ
か

〇
サ
ー
ビ
ス
内
容
に
不
必
要
な
も
の

が
な
い
か

〇
身
体
状
態
が
変
化
し
た
の
に
同
じ

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
続
け
て
い
な
い

か
。
そ
の
こ
と
を
担
当
ケ
ア
マ
ネ
ジ

ャ
ー
へ
相
談
し
て
い
る
か
※
ケ
ア
マ

ネ
ジ
ャ
ー
は
、
利
用
者
の
身
体
状
況

等
を
把
握
し
、
毎
月
の
ケ
ア
プ
ラ
ン

を
作
成
し
ま
す
。
状
態
の
変
化
、
希

望
す
る
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
よ
く
相
談

し
て
く
だ
さ
い

→
高
齢
福
祉
課
☎
０
４
２
・
３２１
・
１

３
０
１

高
齢
者
生
き
が
い
・

助
け
合
い
活
動
研
修

（
基
礎
研
修
）

12
月
①
５
日
㈪
10
時
～
16
時
20
分

②
９
日
㈮
10
時
30
分
～
15
時
50
分

（
全
２
回
）

い
ず
み
プ
ラ
ザ

　
高
齢
者
の
社
会
参
加
の
促
進
と
地

域
の
助
け
合
い
活
動
を
広
げ
る
た

め
、
生
活
支
援
や
介
護
予
防
に
関
し

て
学
び
、
介
護
保
険
事
業
所
や
地
域

の
住
民
団
体
な
ど
で
活
躍
す
る
担
い

手
と
し
て
「
介
護
予
防
応
援
隊
」「
生

活
支
援
隊
（＊）
」
を
養
成
し
ま
す
。

（＊）
生
活
支
援
隊
は
、
別
途
生
活
支
援

隊
養
成
研
修（
専
門
研
修
）の
受
講
が

必
要

t
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
活
の
方
で
、

担
い
手
と
し
て
活
動
す
る
意
欲
の
あ

る
方

定
３０
人
※
先
着
順
e
無
料

申
１０
月
１７
日
㈪
～
１１
月
２１
日
㈪
に
電

話
で
高
齢
福
祉
課
へ

→
高
齢
福
祉
課
☎
０
４
２
・
３２１
・
１

３
０
１

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

養
成
講
座 

受
講
者
募
集

11
月
22
日
㈫
14
時
～
15
時
40
分

リ
オ
ン
ホ
ー
ル

　
認
知
症
に
関
す
る
正
し
い
知
識
を

持
ち
、
認
知
症
の
方
や
家
族
を
温
か

く
見
守
る
応
援
者（
サ
ポ
ー
タ
ー
）に

な
り
ま
せ
ん
か
。

t
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
・
在
活

の
方

定
５０
人
※
先
着
順
e
無
料

申
１０
月
１７
日
㈪
９
時
か
ら
電
話
で
高

齢
福
祉
課
へ

f
筆
記
用
具

→
高
齢
福
祉
課
☎
０
４
２
・
３２１
・
１

３
０
１

　高齢者向け運動機器を使った身体作りを通して、積極的に介護予防を実
践しましょう。また、卒業後の介護予防の取り組み方も考えてみませんか。

t 市内在住で１０月１７日時点で６５歳以上の実施施設まで通所できる方
　※ トレーニングをするうえで身体に支障があり医師からの禁止を受けて
いる方、要介護認定を受けている方、要支援認定を受け予防給付また
は介護予防・生活支援サービス事業の通所型のサービスを受けている
方を除く

b ①ニチイケアセンターはあときたまち（北町４-５-４）
　 ②さわやかプラザもとまち
c 各１６人程度※多数の場合抽選。初めての方優先
期�間 １２月～令和５年３月の原則木曜日①９：００～１０：３０・１０：３０～１２：００
②１０：００～１１：３０・１３：３０～１５：００※時間指定不可。利用時間は、利
用決定後に各施設の担当から連絡。利用期間終了で卒業
e ３００円／回※住民税非課税世帯・生活保護受給者は軽減
m  １０月１７日（月）～１１月１５日（火）に申請書を記入のうえ、直接高齢福祉
課（いずみプラザ内・市役所第２庁舎）または最寄りの地域包括支援セン
ターへ
申請書配布 各申し込み先で※市HP 検索１０２３０４２からダウンロード可
z  利用開始前１年以内に健康診査を受けてください／利用者に付き添って
の指導は行いません

→高齢福祉課☎（０４２）３２１-１３０１

認知症の人を
支える家族懇談会

ほっ！とできる場

　事前に電話で高齢福祉課へご連絡ください。
d  １１月７日（月）１３：３０～１６：００
b   いずみプラザ※当日直接会場へ
t   認知症の人を介護している方、介護を経験した方
e  無料
  →高齢福祉課☎（０４２）３２１-１３０１

おれんじCafeにんじん
d ２日・１６日（水）１４：００～１６：００
b ①さわやかプラザもとまち※当日直接会場へ
　 ②オンライン(Zoomアプリ使用)
e ①１００円②無料※通信料は自己負担
m  ②ahiroba@ninjin.or.jpまたは電話で介護老人保健施設
にんじん健康ひろば☎(０４２)３２９-２５8１へ

おれんじCafeサンライト
d 8日・２２日（火）１３：００～１６：００
b  特別養護老人ホームサンライト（西町１-３１-２)※当日直接
会場へ　e １００円

i ☎(０４２)５９５-７３５１

1111月月ののおれんじおれんじＣａｆｅＣａｆｅ

→高齢福祉課☎（０４２）３２１-１３０１

オンラインも
あります

t認知症の方やその家族、地域の方

地域で取り組むフレイル予防　元気力おためし会(なみき・ひかり合同体力測定）

10月２５日（火）13：30～1５：00　西町プラザ

自分では気づきにくい老化のサインを簡単な問診と測定（握力・５m歩行時
間・片足立ち時間）でチェックしてみませんか
t 市内在住でおおむね６５歳以上の方　c ２４人※先着順　e 無料
m  １０月１７日（月）から地域包括支援センターひかり☎（０４２）５７３-４０５8へ
f 動きやすい服装・靴で参加

地域包括支援センター地域包括支援センターののイベントイベント
→高齢福祉課☎（０４２）３２１-１３０１

介護予防マシン介護予防マシン
筋力トレーニング事業筋力トレーニング事業

元気で豊かな生活を送るために

10月17日～23日は「薬と健康の週間」です10月17日～23日は「薬と健康の週間」です

　ジェネリック医薬品(後発医薬品)を利用しましょう
　ジェネリック医薬品は、新薬(先発医薬品)と同じ有効成分を同じ量含有しており、
品質・効き目・安全性が同等な薬です。新薬と比べ開発費が少なく、低価格で購入で
きるため、経済的負担を軽減させます。添加物や剤形が新薬と異なるため、体調に影
響が出る場合があります。かかりつけ医や薬剤師に相談のうえ、利用しましょう。
　お薬手帳を活用しましょう
　お薬手帳は、使用しているすべての薬やサプリメントを１冊の手帳に記録することで、
良くない組み合わせを確認したり、副作用を防いだりすることに役立ちます。スマー
トフォンなどで利用できる電子版もあります。
　残っている薬を整理しましょう
　処方されて飲み忘れたまま残っている薬(残薬)はありませんか。自己判断でこれら
の薬を利用すると、体の不調につながることがあります。薬局で、残薬整理の相談に
応じてもらえることがあるので、ご活用ください。 →保険年金課（内３１５）

ご存じですかご存じですか
ポリファーマシー (多剤服用)ポリファーマシー (多剤服用)

　多くの薬を服用した結果、薬同士　多くの薬を服用した結果、薬同士
の相互作用によって効果が弱まる・の相互作用によって効果が弱まる・
副作用が強まる・有害な症状が現れ副作用が強まる・有害な症状が現れ
る・きちんと薬が飲めなくなる状態る・きちんと薬が飲めなくなる状態
で、単に服用する薬の数が多いことで、単に服用する薬の数が多いこと
が原因で起こるわけではありません。が原因で起こるわけではありません。
有害な症状に対してさらに薬が処方有害な症状に対してさらに薬が処方
され、ますます健康を害するといっされ、ますます健康を害するといっ
た悪循環も招きます。ポリファーマた悪循環も招きます。ポリファーマ
シーを防ぐためにも、お薬手帳を上シーを防ぐためにも、お薬手帳を上
手に活用しましょう。手に活用しましょう。

　薬と上手に付き合い、健康の維持向上に役立てましょう
詳しくは市HP 検索１０１４９２8をご覧ください


